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２００９年９月１７日、米オバマ大統領は、ブッシュ前政

権が欧州において進めていたミサイル防衛（ＭＤ）計画を

抜本的に見直し、新たなシステムの導入に切り替えると

の決定を発表した。オバマ政権が欧州配備の MD 計画を

変更することは、従来から予想されていたことであり、そ

れ自体が驚きをもって受け止められたわけではない。し

かし、その内容と発表の時期により、この決定は、米欧諸

国で激しい賛否両論を巻き起こすことになった。そこで以

下では、米国による欧州へのＭＤ配備問題を、背景を含

めて改めて整理・分析するとともに、日本へのインプリケ

ーションについて考えてみることとしたい。 

  オバマ政権による決定を論じるにあたって第一に重要

なことは、これは、ＭＤ計画の「中止」ではなく、「変更」だ

ということである。従来の計画の中核であったポーランド

への迎撃ミサイル基地と、チェコへのレーダー施設の配

備は確かに放棄された。しかしオバマ政権は、それに代

わり、南欧地域への海上配備型ＭＤ（ＳＭ－３）の配備

（第一段階）、及び将来的な構想として、トルコ等の同地

域への地上配備型ＭＤ（ＳＭ－３改良型）の配備（第二段

階）を表明したのである。ただし、新たな計画の詳細につ

いては依然として不明な部分が多く、実際、米政権内でも

未決定の部分があると思われる。 

  大統領の声明や、国防・国務両長官等の説明によれ

ば、そのロジックは、以下のようなものである。（１）当初

のシステムが想定したイランによる長距離弾道ミサイル

の脅威は、依然として顕在化していない反面、短・中距離

ミサイルの脅威が増大している。（２）そうである以上、短・

中距離ミサイルの脅威により対応したシステムとして、海

上配備、地上配備を問わず南欧への戦域弾道ミサイル

防衛配備がより喫緊の課題となった。（３）同種の弾道ミ

サイル防衛は、技術的にもすでに確立されており信頼性

が高い上、より早期に運用可能になるため、今日存在す

る脅威により迅速に対応できる。軍事的には論理的な説

明に見えるが、それでは何が問題だったのだろうか。 オバマ政権の新計画 

 

 ロシアへの譲歩？ 

第一は、やはりロシアとの関連であり、今回の決定は、

ロシアへの譲歩だったとの批判がなされた。米国による

ポーランドおよびチェコへのＭＤ配備にロシアが強硬に反

対し、その撤回を求めていたのは周知の事実である。そ

のため、今回のオバマ政権の発表を受け、ロシアは基本

的にそれを歓迎する姿勢を示したのである。長らく求めて

いたものを、明確な対価もなしに獲得したとすら言えるか

もしれない。オバマ政権関係者は、今回の決定にあたっ

て、対露関係への考慮が介在したことは全くなかったと主

張している。しかし、ＭＤに関する今回の決定が、ロシア

とのＳＴＡＲＴ（戦略核兵器削減条約）後継条約交渉を進

展させるためのカードとして使われたとの見方を完全に

否定することは困難であろうし、結果論として、ＭＤに関

する今回の決定を受けて、同交渉妥結への展望が開け

たことは事実である。イランの核問題への対処における

ロシアの協力との取引だったとの見方もある。いずれにし

ても、米国の意思決定における真相よりも重要なことは、

ロシア側がどのように受け止めたかということである。ロ

シアは、これを米国の譲歩、ＮＡＴＯの結束の弱さの表れ

と受け取ったようであり、このことは、米政府関係者がい

かに対露考慮の介在を否定しても修正しようにないのが

現実である。 

  他方で、今回の新計画により、ロシアとの間のＭＤを

巡る対立が全て解消したとは言い切れない点にも留意す

る必要があろう。現行のＳＭ－３が短・中距離ミサイルを

迎撃対象としたものであったとしても、米国は、長距離ミ

サイルに対応するための改良型の開発を進めおり、将来

的には、ロシアの目に脅威として映る時期が訪れる可能

性がある。同時に、ミサイル発射を探知するためのセン

サー網として、海上配備のイージス艦の他に、どのような

施設をどこに配備することになるのか、具体的な計画は



明らかになっていない部分が少なくないのである。この行

方次第では、ＭＤを巡るロシアとの関係が再び悪化する

ことも考えられる。 

 

 

第二の問題は、ポーランドやチェコをはじめとする欧州

の同盟諸国、特に、ＮＡＴＯの新規加盟国での受け止ら

れ方の問題である。従来計画でＭＤ施設の設置が予定さ

れていた両国においても、それが国民の間で人気のない

政策だったことは確かであり、ＭＤ受け入れに関する米

国との二国間協定の両国議会での批准の見通しも明る

いものではなかった。しかし両国政府は、国内政治上の

リスクを負いながらも、米国との協力としてＭＤ計画を推

進してきたのである。それが、事前協議のほとんどない

中で、米国によっていわば一方的に撤回されたことに対

する感情的な反発や落胆は想像に難くない。 

  これには二つの文脈がある。まず米国から見た場合、

ＭＤシステムの本来の主眼はあくまでも米国防衛だった

ことである。このことは、ポーランドおよびチェコに計画さ

れた施設が「第三基地（third site）」と呼ばれていたことか

らも明らかである。それは、米本土防衛のためにアラスカ

およびカリフォルニアに配備された既存のＭＤ基地を補

完するものとして計画されていたのである。それによって

欧州諸国の多くも守られるというのは、そもそも付随的な

結果にすぎなかった。そのため、単純化すれば、米国の

国防上の要請、すなわち脅威認識が決定要因であり、施

設受け入れ国は、問題の構造上、あくまでも客体でしか

なかったのである。 

  他方、ポーランドやチェコから見た場合、米国とのＭＤ

合意は、ＮＡＴＯにおける集団防衛を補完する、米国との

二国間保証措置との意味を有していた。ＮＡＴＯの文脈に

おいて常設の米軍基地等が設置されない中で、非常事

態における米国による防衛コミットメントをより確実なもの

とするために、少人数ではあっても米兵を常駐させること

が、ＭＤ合意の隠された意図だったのである。ポーランド

は、今回のＭＤ合意の一環として、米ＰＡＣ－３部隊の自

国駐留も引き出したのである。その米ポ合意が、２００８

年８月のロシア・グルジア紛争直後に妥結したことは、単

なる偶然ではなかろう。それが故に、オバマ政権による今

回の決定は、米国の安全保障コミットメントの根幹に関わ

る問題として議論されることにもなった。ただし、米国とし

ても、今回の決定によって米国の対欧州コミットメントに

疑念が挟まれることは望んでいない。ＭＤ計画変更の発

表直後に、バイデン副大統領を関係各国に派遣して説明

に努めたのは、そうした意思の表れだった。 

 

 

このように、今回のオバマ政権によるＭＤ計画の変更は、

上述のような反響を呼ぶことになったが、新たな計画の

今後に目を転じた場合、ＮＡＴＯの要素が強くなる点が注

目点である。米国単独、ないし特定国との二国間枠組み

によるＭＤ計画から、ＮＡＴＯを前面に出した多国間の枠

組みに、欧州配備ＭＤの重心がシフトしたのである。他方

で、従来からＮＡＴＯにおいては、ＭＤに関する二種類の

検討・計画が進められてきた。第一は、ＡＬＴＢＭＤ

（Active Layered Theater Ballistic Missile Defense）と呼ば

れる戦域弾道ミサイル防衛システムである。これは、主に

作戦上展開した部隊（deployed forces）を防護するため

のシステムであり、「各国が独自に進めるＭＤを相互に連

接するシステム（system of systems）」としてＮＡＴＯレベ

ルでの整備がすでに進められてきた。第二は、ＮＡＴＯの

欧州諸国全域を、主として長距離弾道ミサイルの脅威か

ら防護するための広域ＭＤシステムであり、これについて

は、２００６年に技術的なフィージビリティ・スタディが行わ

れて以降、検討が進められてきたが、ＮＡＴＯレベルでは

特に進展を見ていなかった。ＮＡＴＯ内では、ポーランドと

チェコに配備予定だったＭＤシステムを、ＮＡＴＯの文脈に

おいてどのように位置付けるか自体が不明確であり、検

討が続いている最中であった。 

 

  今回オバマ政権が新たに提案している南欧に焦点を

置いたＳＭ－３等の配備案は、ＮＡＴＯにおけるＡＬＴＢＭ

Ｄ（上述第一の類型）との整合性が高いと見られる。実際、

上述第二の類型である広域ＭＤに関連して、米国の当初

の欧州配備ＭＤ計画をＮＡＴＯ全体の防衛に結びつける

ための議論においては、それを、地中海やトルコ等に配

備する戦域ＭＤ（ＴＭＤ）で補完することがすでに検討され

ていたのである。イラン等からの喫緊の脅威が短・中距

離ミサイルであるとした場合、ＮＡＴＯにおいては、トルコ

及びその近隣の南欧諸国の防衛が優先課題になるので

あり、今回表明されたオバマ政権の新たな方針は、それ

に合致したものである。ただし、米国のＭＤ計画を「ＮＡＴ

Ｏ化」するにあたっては、費用負担の問題を避けて通る

わけにはいかない。今後もあくまでも、「米国の米国によ

る米国のための」ＭＤとして、米国が単独で費用を負担す

るのか、それとも、裨益するＮＡＴＯ諸国ないし全ＮＡＴＯ

中東欧諸国の懸念 

ＮＡＴＯへの含意 



諸国が費用負担を含めて参画するのか。米国以外のＮＡ

ＴＯ諸国が考えなければならない問題は大きい。ただ、Ｍ

Ｄシステムが前者の性格を有する限り（つまり欧州諸国

がコストを負担しない限り）、従来の計画のように、米国

の判断による突然の変更というリスクが付いてまわること

も甘受する必要がある他、指揮統制面においても、米国

以外の諸国による実質的な関与の余地は少なくなるので

あろう。 

 

 

欧州正面におけるＭＤ計画のこのような新展開は、米国

との二国間でＭＤ整備を進める日本にも大きな含意を有

している。従来、米国以外のＮＡＴＯ諸国と日本との間に

おいてＭＤは、共通の政策的テーマではあっても、軍事

的な意味での直接の連関性は曖昧だったと言える。ポー

ランドおよびチェコへの配備が計画されたシステムを含め、

ＮＡＴＯで検討されていた広域ＭＤは、日本のシステムと

は技術的にも性質が異なるものであったし、ＡＬＴＢＭＤは

より限定的な計画だったからである。 

  しかし、今回米国が新たに提案したＳＭ－３を基礎に

したＭＤ概念は、日本が導入しているものと近い他、新計

画の第二段階に含まれるＳＭ－３改良型の（例えばトル

コへの）地上配備として想定されるものの原型は、日米

共同開発中のＳＭ－３のブロック IIＡ（能力向上型迎撃ミ

サイル）にあたると見られている。米国側からは、日米共

同開発のＭＤを欧州に配備（輸出）する可能性につき、日

本に対してすでに打診がなされているとの報道があるが、

これも、このような文脈を踏まえれば決して驚くべきことで

はないだろう。日米共同開発のＭＤが、米国の装備として

日米以外に配備されることが、武器輸出三原則に対する

日米ＭＤに関する例外措置の下で許容されるか否かに

ついては議論がある。さらに、ＮＡＴＯ等が介在することに

よって、日米共同開発のＭＤが欧州において多国間で運

用されるようになる場合には、武器輸出三原則との関連

が新たに正面から問われることになろう。これは、政治レ

ベルでの決定を要するセンシティブな問題であるが、米

国の欧州におけるＭＤ計画の新展開は、そのような含意

をも有している。欧州正面での展開を注視しなければな

らない大きな理由の一つである。 
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